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○ 事件 

 ・ 12/20 12/21    本島地内 

   廃棄物処理法違反,器物損壊,窃盗 

 ※ 多目的グラウンドで違法焼却、倉庫の破壊、  

   倉庫内から用具を盗んだ者を検挙 

 ・ 12/21  窃盗未遂   遠野地内 

 ※ 空き家の窓ガラスを破られ中を物色された 

 ・ 12/30  窃盗       本島地内 

 ※ 留守の間に窓ガラスを破られて侵入され、 

   現金を盗まれた 

 ・ 1/12   窃盗未遂   北蓮沼地内 

 ※ 空き家の窓ガラスを破られて侵入され、 

   中を物色された 

○ 交通事故 

 ・ 人身事故   0 件  

 ・ 物損事故  10 件 
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★★★ 発行 ★★★ 

田宮駐在所 

☎ 38-2003 

2026 年 4 月 1 日から 
自転車の交通違反に 
交通反則通告制度(青切符)の導入開始。 

・対象は 16 歳以上 
※運転免許証の有無は関係ありません 

□自転車の基本的な交通ルールに変更はありません。 
□これまで事件として書類送検されていた交通違反の
一部が、交通反則行為として検挙されることとなります。 
  その場で反則金の納付書が交付されます。 

引続き、 
 基本的な交通ルールの遵守と 
 ヘルメット着用をお願いします。 

自転車への青切符の導入 

埼玉県警ＨＰ 

交通安全ｅラーニング 
埼玉県警ＨＰ 

★しっかり学ぼう 

 自転車ルール！ 

埼玉県警察マスコット 
「ポッポくん」 


